
（
国
民
生
活
の
た
め
の
デ
フ
レ
脱
却
及
び
財
政
再
建
に
関
す
る
調
査
会
）

国
民
生
活
の
た
め
の
デ
フ
レ
脱
却
及
び
財
政
再
建
に
関
す
る
調
査
報
告
要
旨

本
調
査
会
は
、
国
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
の
観
点
か
ら
デ
フ
レ
脱
却
及
び
財
政
再
建
に
関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調

査
を
行
う
た
め
、
第
百
八
十
四
回
国
会
、
平
成
二
十
五
年
八
月
七
日
に
設
置
さ
れ
た
。
一
年
目
は
、
「
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
と

財
政
再
建
の
在
り
方
な
ど
経
済
状
況
に
つ
い
て
」
を
三
年
間
の
調
査
項
目
と
決
定
し
た
後
、
調
査
項
目
に
つ
い
て
調
査
を
行

い
、
二
年
目
は
、
調
査
項
目
の
う
ち
、
「
経
済
の
再
生
と
財
政
再
建
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

三
年
目
は
、
調
査
項
目
の
う
ち
、
「
信
頼
で
き
る
社
会
の
構
築
に
よ
る
経
済
成
長
及
び
健
全
な
財
政
の
実
現
」
に
つ
い
て
調

査
を
行
う
こ
と
と
し
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行
う
と
と
も
に
、
政
府
か
ら
説
明
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行
っ

た
。
続
い
て
、
委
員
間
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
、
八
項
目
の
提
言
を
含
む
調
査
報
告
書
と
し
て
取
り

ま
と
め
、
五
月
十
八
日
、
議
長
に
提
出
し
た
。

提
言
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

協
力
原
理
に
基
づ
く
社
会
保
障
制
度
の
再
構
成

協
力
原
理
と
は
、
お
互
い
に
協
力
し
合
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
原
理
で
、
利
己
的
か
利
他
的
か
と
い
う
議
論
を
超
越
し



た
、
利
他
的
行
為
の
相
互
遂
行
を
前
提
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
協
力
原
理
に
基
づ
い
て
社
会
保
障
を
再
構
成
す
る
場

合
、
目
指
す
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
生
活
点
に
お
け
る
自
発
的
な
協
力
を
基
盤
と
し
た
地
方
自
治
体
、
生
産
点
に
お
け
る
自
発

的
な
協
力
を
強
制
的
な
協
力
に
す
る
社
会
保
障
基
金
政
府
及
び
ミ
ニ
マ
ム
を
保
障
す
る
中
央
政
府
の
三
つ
の
政
府
体
系
が
提

供
す
る
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
再
編
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

二

産
業
構
造
の
変
化
へ
の
対
応
及
び
格
差
、
貧
困
対
策
の
充
実
・
強
化

産
業
構
造
は
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
一
方
で
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
い
て
は
、
非
正
規
雇
用
の
割
合

が
高
く
な
り
、
賃
金
も
低
い
状
況
に
あ
り
、
労
働
者
の
処
遇
改
善
が
産
業
構
造
の
変
化
に
追
い
付
い
て
い
な
い
。
非
正
規
雇

用
か
ら
正
規
雇
用
へ
の
転
換
を
進
め
る
と
と
も
に
、
賃
金
の
引
上
げ
、
労
働
法
令
の
遵
守
等
労
働
者
の
処
遇
改
善
を
一
層
進

め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
現
在
我
が
国
の
相
対
的
貧
困
率
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
高
い
状
況
に
あ
り
、
国
民
生
活
基

礎
調
査
等
を
一
層
有
効
活
用
し
、
格
差
、
貧
困
対
策
の
更
な
る
充
実
・
強
化
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

三

真
に
必
要
な
医
療
費
の
確
保
及
び
健
康
社
会
を
目
指
す
た
め
の
積
極
的
な
取
組

医
療
費
に
つ
い
て
は
、
機
械
的
に
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
皆
保
険
の
下
で
、
必
要
な
医
療
を
提
供
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
健
康
へ
の
投
資
を
推
進
す
る
こ
と
が
、
結
果
的
に
医
療
費
の
抑
制
に
つ
な
が
る
た
め
、
政
府
と
し



て
も
、
健
康
の
価
値
が
高
い
社
会
を
構
築
す
る
た
め
、
国
民
的
運
動
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

四

経
済
成
長
及
び
財
政
再
建
の
一
体
的
推
進

健
全
な
財
政
が
あ
れ
ば
こ
そ
安
心
し
て
経
済
活
動
が
で
き
、
高
い
経
済
成
長
が
あ
れ
ば
こ
そ
財
政
は
健
全
化
す
る
の
で
、

経
済
成
長
と
財
政
再
建
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
医
療
、
介
護
、
教
育
、
保
育
、
観
光
等
将
来
更
に
大
き

な
需
要
が
見
込
ま
れ
る
分
野
に
対
し
て
、
政
策
資
源
を
十
分
に
配
分
し
、
成
長
を
け
ん
引
す
る
産
業
と
し
て
育
成
す
べ
き
で

あ
る
。

五

租
税
特
別
措
置
、
所
得
控
除
等
の
見
直
し
等
租
税
負
担
率
の
再
検
討

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
「
見
え
る
化
」
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
等
が
実
施
し
て
い

る
租
税
支
出
レ
ポ
ー
ト
等
を
参
考
に
、
国
民
に
対
す
る
周
知
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
導
入
当
初
は
必
要
性
が
あ
っ

た
所
得
控
除
も
、
時
代
の
変
遷
に
よ
り
そ
の
役
割
を
喪
失
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

六

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
と
負
担
の
再
構
成
を
通
じ
た
財
政
再
建
の
推
進

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
の
対
象
を
低
所
得
層
に
限
定
せ
ず
、
広
く
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
受
益
を
実
感
し
、
納
税

の
納
得
感
に
つ
な
げ
、
租
税
負
担
率
の
引
上
げ
に
対
す
る
理
解
を
得
る
こ
と
が
、
財
政
再
建
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。
目
指



す
べ
き
政
府
の
在
り
方
の
観
点
か
ら
、
国
民
負
担
率
に
つ
い
て
、
民
主
主
義
の
原
則
で
あ
る
参
加
と
公
開
と
納
得
性
を
担
保

し
た
上
で
、
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

七

堅
実
な
財
政
規
律
に
基
づ
く
財
政
運
営
の
推
進

財
政
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
財
政
規
律
の
確
立
は
不
可
欠
で
あ
る
。
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
特
に
緊

要
と
な
っ
た
経
費
の
支
出
等
に
限
る
よ
う
に
、
改
め
て
財
政
法
第
二
十
九
条
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
予

算
と
同
様
決
算
に
つ
い
て
も
、
国
民
の
関
心
が
高
ま
る
よ
う
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
機
運
を
醸
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

八

財
政
の
長
期
推
計
等
を
行
う
独
立
推
計
機
関
の
設
置

財
政
の
長
期
推
計
及
び
世
代
会
計
の
作
成
を
担
う
独
立
推
計
機
関
を
国
会
に
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
、
欧

米
諸
国
で
は
、
財
政
当
局
に
対
し
て
独
立
性
を
有
す
る
機
関
を
設
置
し
、
経
済
財
政
運
営
の
見
通
し
の
作
成
、
予
算
編
成
過

程
へ
の
関
与
等
を
行
っ
て
い
る
。


